
令 和 ７ 年
12月26日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

救
急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
六
件
）
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
六
件
）
（
砂
防
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
（
河
川
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
（
会
計
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表
（
財
政
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
職
選
挙
法
施
行
規
程
の
一
部
改
正

一
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
四
百
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療

機
能
推
進
機
構
下
関
医
療

セ
ン
タ
ー

下
関
市
上
新
地
町
三
丁
目
三
番
八
号

令
和
一
一
、

一
、
三
一

山
口
県
告
示
第
四
百
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

掛
渕
区
域

法
第
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
漁
業

山
口
県
告
示
第
四
百
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
角
山
六
四
三
一
、
一
一
五
九
九
の
二
、
一
一
六
〇
二
、
字
角
六
四
三

三
、
菊
川
町
大
字
日
新
字
地
吉
一
一
〇
一
二
の
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

一
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⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
角
山
一
一
五
九
九
の
二
・
一
一
六
〇
二
・
字
角
六
四
三
三
（
以

上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

小
郡
三
隅
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

美
祢
市
美
東
町
赤
字
宮
ノ
沖
三
六
七
二
の

一
地
先
か
ら

同
市
美
東
町
赤
字
東
下
三
本
木
三
八
五
八

の
一
地
先
ま
で

旧

最
狭

九
・
二

最
広

二
八
・
五

四
三
三
・
〇

新

最
狭

一
三
・
八

最
広

三
一
・
九

四
三
三
・
〇

山
口
県
告
示
第
四
百
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

徳
地
上
村
㈡
⑵

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

吉
敷
佐
畑
㈡
⑻

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二
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山
口
県
告
示
第
四
百
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
四
年
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

阿
東
嘉
年
下
㈡
⚫
、
阿
東
徳
佐
中
㈡
⑺

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
七
年
山
口
県
告
示
第
百
八
十
六
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

阿
東
嘉
年
下
㈡
⚪

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
七
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

伊
陸
㈠
⛛

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
柳
井
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
四
十
五
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

室
津
㈠
⚯

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
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急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
上
関
町
総
務
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

阿
東
嘉
年
下
㈡
⚪
、
阿
東
嘉
年
下
㈡
⚫
、
阿
東
徳
佐
中
㈡
⑺
、
徳
地
上
村
㈡
⑵
、
吉
敷
佐
畑
㈡
⑻

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

伊
陸
㈠
⛛

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
柳
井
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

室
津
㈠
⚯

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
上
関
町
総
務
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の

と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

徳
地
上
村
㈡
⑵

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

四
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吉
敷
佐
畑
㈡
⑻

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

阿
東
嘉
年
下
㈡
⚫
、
阿
東
徳
佐
中
㈡
⑺

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
告
示
第
百
八
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の

と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

阿
東
嘉
年
下
㈡
⚪

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
山
口
市
都
市
整
備
部

河
川
治
水
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
七
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

伊
陸
㈠
⛛

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
柳
井
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示

（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
告
示
第
四
十
六
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と

お
り
解
除
す
る
。

四
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

室
津
㈠
⚯

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
上
関
町
総
務
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

す
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

伊
陸
㈠
⛛

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
柳
井
市
建
設
部
土
木

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

室
津
㈠
⚯

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
上
関
町
総
務
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
四
百
十
九
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十

四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
岩
国
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

河
川
の
名
称

島
田
川
水
系
笹
見
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

岩
国
市
玖
珂
町
字
江
後
二
五
四
一
番
八

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

八
八
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
号

山
口
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
六
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

六
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売

り

さ

ば

き

人

指
定
の
取
消
し
の
際
現

に
証
紙
を
売
り
さ
ば
い

て
い
た
売
り
さ
ば
き
所

所

在

地

売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
取

消
年
月
日

住

所

氏
名
又
は
名
称

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

地
方
職
員
共
済
組

合
山
口
県
支
部

地
方
職
員
共
済
組
合
山

口
県
職
員
会
館

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

令
和
八
、
一
、
五

山
口
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
地
方
職
員
共
済
組
合
山
口
県
支
部
の
項
を
削
り
、
同
表
中

「

」
を

萩
市
職
員
共
済
会

理
事
長

椙
央
多

萩
市
大
字
江
向
五

一
〇

萩
市
職
員
共
済
会

〃

大
字
江
向
五

一
〇

萩
市
役
所

平
成
二
一
、

一
〇
、

一

「

」
に
改
め

株
式
会
社
岩
城
酒

舗

〃

小
郡
下
郷

一
五
四
五
の
五

ロ
ー
ソ
ン
山
口
県

庁
店

〃

滝
町
一
番

一
号

山
口
県
庁

令
和
八
、

一
、

六

萩
市
職
員
共
済
会

理
事
長

椙
央
多

萩
市
大
字
江
向
五

一
〇

萩
市
職
員
共
済
会

萩
市
大
字
江
向
五

一
〇

萩
市
役
所

平
成
二
一
、

一
〇
、

一

る
。

公

告

（
二
三
四
）
令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

令
和
七
年
十
一
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

令
和
⚗
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚓
号
）

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚓
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4,812,729千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
749,987,884千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
⚒
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
213条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り

越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
「
第
⚒
表
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚓
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
⚓
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚗
分
担
金
及
び
負
担

金

26,658

3,539,485

3,566,143

⚑
分

担
金

675

229,365

230,040

⚒
負

担
金

25,983

3,310,120

3,336,103

⚙
国
庫
支
出
金

642,580

88,315,332

88,957,912

⚑
国
庫
負
担
金

572,029

35,301,279

35,873,308

⚒
国
庫
補
助
金

61,411

50,100,183

50,161,594

⚓
委

託
金

9,140

2,913,870

2,923,010

12繰
入

金

7,373

32,776,941

32,784,314

⚑
特
別
会
計
繰
入

金

6,157

4,744,850

4,751,007

⚒
基
金
繰
入
金

1,216

28,032,091

28,033,307

13繰
越

金

4,131,827

703,936

4,835,763

⚑
繰

越
金

4,131,827

703,936

4,835,763

14諸
収

入

4,291

87,490,232

87,494,523

⚒
受
託
事
業
収
入

1,566

877,498

879,064

⚖
雑

入

2,725

3,081,449

3,084,174

歳
入

合
計

4,812,729
745,175,155

749,987,884
歳

出
款

項
補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚑
議

会
費

13,758

1,484,796

1,498,554

⚑
議

会
費

13,758

1,484,796

1,498,554
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⚒
総

務
費

210,853

47,349,499

47,560,352

⚑
総
務
管
理
費

89,696

20,025,460

20,115,156

⚒
企
画
調
整
費

36,308

13,577,360

13,613,668

⚓
徴

税
費

50,477

6,168,322

6,218,799

⚔
市
町
村
振
興
費

5,016

1,211,032

1,216,048

⚕
選

挙
費

1,217

1,636,595

1,637,812

⚖
防

災
費

13,149

3,164,574

3,177,723

⚗
統
計
調
査
費

7,979

1,249,466

1,257,445

⚘
人
事
委
員
会
費

3,264

138,264

141,528

⚙
監
査
委
員
費

3,747

178,426

182,173

⚓
民

生
費

87,189

107,960,908

108,048,097

⚑
社
会
福
祉
費

36,123

79,394,800

79,430,923

⚔
児
童
福
祉
費

47,494

27,515,015

27,562,509

⚗
生
活
保
護
費

3,572

932,766

936,338

⚔
衛

生
費

152,088

23,355,665

23,507,753

⚑
公
衆
衛
生
費

22,097

7,886,898

7,908,995

⚔
環
境
衛
生
費

26,377

2,788,257

2,814,634

⚗
保
健
所
費

68,821

2,452,920

2,521,741

⚘
医

薬
費

34,793

6,490,574

6,525,367

⚕
労

働
費

27,550

2,980,422

3,007,972

⚑
労

政
費

5,482

767,978

773,460

⚒
職
業
能
力
開
発

費

20,010

1,415,952

1,435,962

⚓
失
業
対
策
費

120

690,419

690,539

⚔
労
働
委
員
会
費

1,938

106,073

108,011
⚖
農
林
水
産
業
費

326,720

35,569,519

35,896,239
⚑
農

業
費

177,687

10,527,211

10,704,898
⚒
畜
産
業
費

5,669

1,019,251

1,024,920

⚓
農

地
費

32,260

11,342,335

11,374,595

⚔
林

業
費

13,555

7,251,756

7,265,311

⚕
水
産
業
費

97,549

5,428,966

5,526,515

⚗
商

工
費

32,259

89,877,406

89,909,665

⚑
商

業
費

8,461

3,155,326

3,163,787

⚒
工
鉱
業
費

15,561

85,650,189

85,665,750

⚓
観

光
費

8,237

1,071,891

1,080,128

⚘
土

木
費

208,888

72,727,807

72,936,695

⚑
管

理
費

192,366

7,105,991

7,298,357

⚒
道
路
橋
り
ょ
う

費

4,158

32,463,533

32,467,691

⚓
河
川
海
岸
費

6,601

18,163,293

18,169,894

⚔
港

湾
費

3,994

7,435,927

7,439,921

⚕
都
市
計
画
費

1,197

4,901,085

4,902,282

⚖
住

宅
費

572

2,657,978

2,658,550

⚙
警

察
費

851,749

39,354,294

40,206,043

⚑
警
察
管
理
費

849,668

36,832,644

37,682,312

⚒
警
察
活
動
費

2,081

2,521,650

2,523,731

10教
育

費

2,901,675

134,714,288

137,615,963

⚑
教
育
総
務
費

98,741

16,891,561

16,990,302

⚒
小
学
校
費

1,173,064

37,544,836

38,717,900

⚓
中
学
校
費

677,680

23,109,805

23,787,485

⚔
高
等
学
校
費

585,963

28,792,884

29,378,847

⚗
特
別
支
援
学
校

費

327,428

13,197,598

13,525,026

⚘
社
会
教
育
費

24,561

1,824,868

1,849,429

⚙
保
健
体
育
費

6,863

914,506

921,369

10大
学

費

5,936

2,492,494

2,498,430

11学
事

費

1,439

9,945,736

9,947,175

歳
出

合
計

4,812,729
745,175,155

749,987,884
第
⚒
表
繰
越
明
許
費

（
単
位
千
円
）

⚑
追

加

款
項

事
項

金
額

２
総

務
費
１
総
務
管
理
費
庁
舎
等
維
持
管
理
費

398,566

６
農
林
水
産
業
費
３
農

地
費
基
幹
農
道
整
備
事
業
費

70,000

４
林

業
費
民
有
林
森
林
計
画
事
業
費

92,901

ふ
る
さ
と
林
道
緊
急
整
備
事

業
費

108,465

一
般
治
山
事
業
費

49,132
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５
水

産
業

費
地
域
水
産
物
供
給
基
盤
整
備

事
業
費

110,000

漁
港
漁
場
機
能
高
度
化
事
業

費
39,080

７
商

工
費
１
商

業
費
国
際
総
合
セ
ン
タ
ー
運
営
費

99,000

８
土

木
費
２
道
路
橋
り
ょ
う
費

交
通
安
全
施
設
維
持
管
理
費

370,000

交
通
安
全
施
設
整
備
事
業
費

233,520

単
独
交
通
安
全
施
設
整
備
事

業
費

25,794

道
路
災
害
防
除
費

48,000

単
独
道
路
改
良
費

235,069

道
路
調
査
費

7,848

橋
り
ょ
う
補
修
費

960,625

３
河
川
海
岸
費
河
川
基
本
調
査
費

17,249

広
域
河
川
改
修
費

96,298

河
川
情
報
基
盤
緊
急
整
備
事

業
費

140,000

周
防
高
潮
対
策
事
業
費

100,000

河
川
工
作
物
関
連
応
急
対
策

事
業
費

184,740

単
独
河
川
改
修
費

113,441

自
然
災
害
防
止
事
業
費

251,500

河
川
受
託
事
業
費

117,000

高
潮
対
策
事
業
費

20,000

ダ
ム
建
設
実
施
調
査
費

120,000

堰
堤
修
繕
事
業
費

282,250

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
費

189,238

単
独
砂
防
改
良
費

4,876

自
然
災
害
防
止
事
業
費

83,005

４
港

湾
費
港
湾
改
修
費

35,680

港
湾
環
境
整
備
事
業
費

12,352

単
独
港
湾
改
修
費

119,000

５
都
市
計
画
費
都
市
計
画
街
路
整
備
事
業
費

141,500

単
独
都
市
公
園
整
備
事
業
費

42,000

６
住

宅
費
公
営
住
宅
建
設
費

146,504

10
教

育
費
４
高
等
学
校
費
校
舎
改
築
費

32,868

施
設
改
造
費

49,459

11
災
害
復
旧
費
２
土
木
施
設
災
害
復
旧
費
土
木
過
年
補
助
災
害
復
旧
事

業
費

141,955

土
木
現
年
補
助
災
害
復
旧
事

業
費

849,729

合
計

6,138,644

⚒
変

更

款
項

事
項

補
正
前

補
正
後

８
土

木
費
２
道
路
橋
り
ょ
う
費
道
路
改
良
費

120,000

1,049,387

3
河
川
海
岸
費
通
常
砂
防
事
業
費

33,000

315,721

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

14,000

60,808

4
港

湾
費
海
岸
防
災
事
業
費

54,000

400,051

5
都
市
計
画
費
都
市
公
園
整
備
事
業
費

108,800

226,300

合
計

329,800

2,052,267

第
3
表
債
務
負
担
行
為
補
正

⚑
追

加

事
項

期
間

限
度

額
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１
山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー

ク
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
1,582,980千

円

２
や
ま
ぐ
ち
県
民
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
161,890千

円

３
山
口
県
民
文
化
ホ
ー
ル

い
わ
く
に
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
1,302,950千

円

４
山
口
県
民
芸
術
文
化

ホ
ー
ル
な
が
と
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定
を
す
る

こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
235,140千

円

５
山
口
県
立
下
関
武
道
館

に
係
る
指
定
管
理
者
の
指

定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
406,880千

円

６
山
口
県
ス
ポ
ー
ツ
交
流

村
に
係
る
指
定
管
理
者
の

指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
564,515千

円

７
山
口
県
聴
覚
障
害
者
情

報
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
156,180千

円

８
山
口
県
母
子
・
父
子
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
48,460千

円

９
山
口
県
健
康
づ
く
り
セ

ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
175,895千

円

10
山
口
県
立
き
ら
ら
浜
自

然
観
察
公
園
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
291,135千

円

11
や
ま
ぐ
ち
フ
ラ
ワ
ー
ラ

ン
ド
に
係
る
指
定
管
理
者

の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
669,235千

円

12
山
口
県
内
海
栽
培
漁
業

セ
ン
タ
ー
等
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
1,638,735千

円

13
山
口
県
国
際
総
合
セ
ン

タ
ー
に
係
る
指
定
管
理
者

の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
1,209,056千

円

14
交
通
安
全
施
設
整
備
事

業
の
年
度
を
越
え
る
工
事

を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
県
道
下
関
美
祢
線
）
令
和
８
年
度

26,250千
円

15
単
独
交
通
安
全
施
設
整

備
事
業
の
年
度
を
越
え
る

工
事
を
一
括
契
約
す
る
こ

と
。

（
国
道
315号

ほ
か
２
か
所
）

令
和
８
年
度

26,000千
円

16
道
路
災
害
防
除
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
国
道
191号

ほ
か
５
か
所
）
令
和
８
年
度

492,450千
円

17
単
独
道
路
舗
装
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

(県道
山
口
宇
部
線
ほ
か
４

か
所

)令
和
８
年
度

80,000千
円

18
単
独
道
路
災
害
防
除
事

業
の
年
度
を
越
え
る
工
事

を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
国
道
435号

）
令
和
８
年
度

10,000千
円

19
単
独
路
側
整
備
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
国
道
262号

ほ
か
２
か
所
）
令
和
８
年
度

94,000千
円

20
道
路
改
良
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契

約
す
る
こ
と
。

（
国
道
490号

ほ
か
４
か
所
）
令
和
８
年
度

1,092,000千
円

21
単
独
道
路
改
良
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

(県道
柳
井
上
関
線
ほ
か
11

か
所

)令
和
８
年
度

352,000千
円

22
橋
り
ょ
う
補
修
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

(県道
下
関
長
門
線
ほ
か
４

か
所

)令
和
８
年
度

170,100千
円

23
単
独
橋
り
ょ
う
補
修
事

業
の
年
度
を
越
え
る
工
事

を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
県
道
大
竹
美
和
線
）
令
和
８
年
度

8,000千
円

24
広
域
河
川
改
修
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
中
川
ほ
か
３
か
所
）
令
和
８
年
度

131,250千
円

25
周
防
高
潮
対
策
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
厚
東
川
）
令
和
８
年
度

10,500千
円

26
単
独
河
川
改
修
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
七
重
川
ほ
か
１
か
所
）
令
和
８
年
度

5,500千
円

27
通
常
砂
防
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契

約
す
る
こ
と
。

（
大
谷
川
ほ
か
９
か
所
）
令
和
８
年
度

242,550千
円

28
地
す
べ
り
対
策
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

(中浦
下
庄
地
区
ほ
か
１
か

所

)令
和
８
年
度

23,100千
円

29
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事

業
の
年
度
を
越
え
る
工
事

を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
滝
町
ほ
か
１
か
所
）
令
和
８
年
度

52,500千
円

30
港
湾
改
修
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契

約
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度

42,000千
円
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（
宇
部
港
）

31
港
湾
既
存
施
設
有
効
活

用
促
進
事
業
の
年
度
を
越

え
る
工
事
を
一
括
契
約
す

る
こ
と
。
（
宇
部
港
）

令
和
８
年
度

21,000千
円

32
港
湾
環
境
整
備
事
業
の

年
度
を
越
え
る
工
事
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

（
三
田
尻
中
関
港
）
令
和
８
年
度

31,500千
円

33
片
添
ケ
浜
海
浜
公
園
の

公
園
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
184,930千

円

34
萩
ウ
ェ
ル
ネ
ス
パ
ー
ク

の
公
園
施
設
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
176,760千

円

35
山
口
県
公
立
学
校
教
員

採
用
候
補
者
選
考
試
験
の

問
題
作
成
に
係
る
業
務
委

託
の
年
度
を
越
え
る
事
業

を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
15,461千

円

36
通
学
用
バ
ス
の
運
行
に

係
る
業
務
委
託
の
年
度
を

越
え
る
事
業
を
一
括
契
約

す
る
こ
と
。

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
10年
度
ま
で
2,069,724千

円

37
山
口
県
油
谷
青
少
年
自

然
の
家
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
206,935千

円

38
山
口
県
十
種
ヶ
峰
青
少

年
自
然
の
家
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
を
す
る
こ

と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
353,410千

円

39
山
口
県
由
宇
青
少
年
自

然
の
家
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
481,320千

円

40
山
口
県
埋
蔵
文
化
財
セ

ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
を
す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
172,755千

円

41
山
口
県
立
大
学
附
属
周

防
大
島
高
等
学
校
寄
宿
舎

整
備
に
係
る
設
計
委
託
の

年
度
を
越
え
る
事
業
を
一

括
契
約
す
る
こ
と
。

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
34,123千

円

⚒
変

更

事
項

補
正

前
補

正
後

期
間

限
度

額
期

間
限

度
額

１
県
東
部
地
域
県
立
武
道

館
整
備
事
業
の
年
度
を
越

え
る
工
事
を
一
括
契
約
す

る
こ
と
。

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
９
年
度
ま
で
7,942,356千

円
令
和
７
年
度
か
ら

令
和
10年
度
ま
で
9,860,496千

円

令
和
⚗
年
度
下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
)

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
下
関
漁
港
地
方
卸
売
市
場
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1,576千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
317,873千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚕
繰

入
金

1,576
137,726

139,302
⚑
他
会
計
繰
入
金

1,576
137,726

139,302
歳

入
合

計
1,576

316,297
317,873

歳
出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚑
下
関
漁
港
地
方
卸

売
市
場
費

1,576
316,297

317,873

⚒
市
場
管
理
費

1,576
316,297

317,873
歳

出
合

計
1,576

316,297
317,873

令
和
⚗
年
度
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
)

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4,400千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
3,290,323千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
⚒
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
213条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り

越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
「
第
⚒
表
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚓
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
⚓
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。
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（
地
方
債
の
補
正
）

第
⚔
条
地
方
債
の
変
更
は
、
「
第
⚔
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚕
県

債
4,400

906,000
910,400

⚑
県

債
4,400

906,000
910,400

歳
入

合
計

4,400
3,285,923

3,290,323
歳

出
款

項
補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚑
港
湾
整
備
事
業
費

4,400
3,285,923

3,290,323
⚑
港

湾
費

4,400
3,285,923

3,290,323
歳

出
合

計
4,400

3,285,923
3,290,323

第
⚒
表
繰
越
明
許
費

（
単
位
千
円
）

款
項

事
項

金
額

１
港
湾
整
備
事
業
費

１
港

湾
費
港
湾
整
備
費

48,000

第
3
表
債
務
負
担
行
為
補
正

追
加

事
項

期
間

限
度

額

１
港
湾
整
備
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契

約
す
る
こ
と
。

(宇
部
港
ほ
か
２
か
所
）
令
和
８
年
度

479,000千
円

第
⚔
表
地
方
債
補
正

（
単
位
千
円
）

変
更

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

港
湾
整
備
事
業

906,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

910,400 証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

令
和
⚗
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
)

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1,346千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
132,189,964千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚒
国
庫
支
出
金

241
33,144,516

33,144,757
⚒
国
庫
補
助
金

241
11,706,146

11,706,387
⚘
繰

入
金

1,105
7,208,021

7,209,126
⚑
他
会
計
繰
入
金

1,105
6,779,353

6,780,458
歳

入
合

計
1,346

132,188,618
132,189,964

歳
出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚑
総

務
費

1,105
40,701

41,806
⚑
総
務
管
理
費

1,105
40,312

41,417
⚙
保
健
事
業
費

241
150,000

150,241
⚑
保
健
事
業
費

241
150,000

150,241
歳

出
合

計
1,346

132,188,618
132,189,964

令
和
⚗
年
度
電
気
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）

（
総
則
）

第
⚑
条
令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
電
気
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
る
。

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
⚒
条
令
和
⚗
年
度
電
気
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
⚓
条
に
定
め
た
収
益
的

支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。
支

出
科

目
補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚒
款
電
気
事
業
費
用

11,844千円

2,482,073千円

2,493,917千円
第
⚑
項
営
業
費
用

11,844千円

2,390,702千円

2,402,546千円
（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
⚓
条
予
算
第
⚘
条
中
「
職
員
給
与
費
434,102千

円
」
を
「
職
員
給
与
費
445,946千

円
」
に
改
め

る
。

令
和
⚗
年
度
工
業
用
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）

（
総
則
）

第
⚑
条
令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
工
業
用
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
⚒
条
令
和
⚗
年
度
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
⚓
条
に
定
め
た

収
益
的
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

支
出

科
目

補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚒
款
工
業
用
水
道
事
業
費
用

20,493千円

6,582,030千円
6,602,523千円

第
⚑
項
営
業
費
用

20,493千円

6,412,220千円
6,432,713千円

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
⚓
条
予
算
第
⚙
条
中
「
職
員
給
与
費
731,855千

円
」
を
「
職
員
給
与
費
752,348千

円
」
に
改
め

る
。

令
和
⚗
年
度
流
域
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）

（
総
則
）

第
⚑
条
令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
流
域
下
水
道
事
業
会
計
の
補
正
予
算
（
第
⚑
号
）
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

第
⚒
条
令
和
⚗
年
度
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
以
下
「
予
算
」
と
い
う
。
）
第
⚓
条
に
定
め
た

収
益
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

収
入

科
目

補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚑
款
流
域
下
水
道
事
業
収
益

186千円

2,111,855千円

2,112,041千円
第
⚒
項
営
業
外
収
益

186千円

970,891千円

971,077千円
支

出
科

目
補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚒
款
流
域
下
水
道
事
業
費
用

186千円

2,111,855千円

2,112,041千円
第
⚑
項
営
業
費
用

186千円

2,067,491千円

2,067,677千円
（
資
本
的
収
入
及
び
支
出
）

第
⚓
条
予
算
第
⚔
条
に
定
め
た
資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
予
定
額
を
次
の
と
お
り
補
正
す
る
。

収
入

科
目

補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚓
款
資
本
的
収
入

896千円

1,704,965千円

1,705,861千円
第
⚓
項
負

担
金

896千円

509,791千円

510,687千円
支

出
科

目
補
正
予
定
額

既
決
予
定
額

計
第
⚔
款
資
本
的
支
出

896千円

1,704,965千円

1,705,861千円
第
⚑
項
建
設
改
良
費

896千円

1,400,104千円

1,401,000千円
（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚔
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

事
項

期
間

限
度

額

流
域
下
水
道
施
設
維
持
管

理
事
業
の
年
度
を
越
え
る
工

事
を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
周
南
流
域
下
水
道
）
令
和
８
年
度

130,000千
円

流
域
下
水
道
施
設
維
持
管

理
事
業
の
年
度
を
越
え
る
工

事
を
一
括
契
約
す
る
こ
と
。

（
田
布
施
川
流
域
下
水
道
）
令
和
８
年
度

40,000千
円

周
南
流
域
下
水
道
に
係
る

指
定
管
理
者
の
指
定
を
す
る

こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
2,365,000千

円

田
布
施
川
流
域
下
水
道
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
を

す
る
こ
と
。

令
和
８
年
度
か
ら

令
和
12年
度
ま
で
756,800千

円

（
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
流
用
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
費
）

第
⚕
条
予
算
第
⚙
条
中
「
職
員
給
与
費
42,657千

円
」
を
「
職
員
給
与
費
43,739千

円
」
に
改
め

る
。
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令
和
⚗
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚔
号
）

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚔
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
36,597,559千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
786,585,443千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
⚒
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
213条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り

越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
「
第
⚒
表
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚓
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
は
、
「
第
⚓
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
⚔
条
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
⚔
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚗
分
担
金
及
び
負
担

金

1,128,474

3,566,143

4,694,617

⚑
分

担
金

284,456

230,040

514,496

⚒
負

担
金

844,018

3,336,103

4,180,121

⚙
国
庫
支
出
金

19,008,903

88,957,912

107,966,815

⚒
国
庫
補
助
金

19,008,903

50,161,594

69,170,497

12繰
入

金

192,559

32,784,314

32,976,873

⚑
特
別
会
計
繰
入

金

192,559

4,751,007

4,943,566
13繰

越
金

482,012

4,835,763

5,317,775
⚑
繰

越
金

482,012

4,835,763

5,317,775

14諸
収

入

402,011

87,494,523

87,896,534

⚖
雑

入

402,011

3,084,174

3,486,185

15県
債

15,383,600

48,103,000

63,486,600

⚑
県

債

15,383,600

48,103,000

63,486,600

歳
入

合
計

36,597,559
749,987,884

786,585,443
歳

出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚒
総

務
費

1,306,023

47,560,352

48,866,375

⚖
防

災
費

1,306,023

3,177,723

4,483,746

⚓
民

生
費

4,164,383

108,048,097

112,212,480

⚑
社
会
福
祉
費

4,118,273

79,430,923

83,549,196

⚔
児
童
福
祉
費

46,110

27,562,509

27,608,619

⚔
衛

生
費

2,303,572

23,507,753

25,811,325

⚔
環
境
衛
生
費

1,360

2,814,634

2,815,994

⚘
医

薬
費

2,302,212

6,525,367

8,827,579

⚖
農
林
水
産
業
費

7,701,190

35,896,239

43,597,429

⚓
農

地
費

5,663,592

11,374,595

17,038,187

⚔
林

業
費

690,924

7,265,311

7,956,235

⚕
水
産
業
費

1,346,674

5,526,515

6,873,189

⚗
商

工
費

970,011

89,909,665

90,879,676

⚑
商

業
費

252,137

3,163,787

3,415,924

⚒
工
鉱
業
費

717,874

85,665,750

86,383,624

⚘
土

木
費

20,115,020

72,936,695

93,051,715

⚒
道
路
橋
り
ょ
う

費

10,921,581

32,467,691

43,389,272

⚓
河
川
海
岸
費

7,696,369

18,169,894

25,866,263

⚔
港

湾
費

1,418,450

7,439,921

8,858,371

⚕
都
市
計
画
費

78,620

4,902,282

4,980,902

10教
育

費

37,360

137,615,963

137,653,323

11学
事

費

37,360

9,947,175

9,984,535

歳
出

合
計

36,597,559
749,987,884

786,585,443
第
⚒
表
繰
越
明
許
費

（
単
位
千
円
）

⚑
追

加

款
項

事
項

金
額

２
総

務
費
６
防

災
費
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
施
行
事

務
費

502,000

６
農
林
水
産
業
費
３
農

地
費
県
営
か
ん
が
い
排
水
改
良
事

業
費

21,810

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事

業
費

16,583
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経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

費
2,737,259

農
業
集
落
排
水
事
業
費

153,330

団
体
営
土
地
改
良
費

51,374

県
営
老
朽
た
め
池
整
備
事
業

費
981,594

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

64,784

県
営
海
岸
保
全
施
設
整
備
事

業
費

74,440

湛
水
防
除
事
業
費

257,534

４
林

業
費
造
林
事
業
費

158,400

普
通
林
道
開
設
事
業
費

15,625

保
全
林
整
備
事
業
費

10,353

５
水

産
業

費
広
域
水
産
物
供
給
基
盤
整
備

事
業
費

207,500

漁
港
海
岸
保
全
施
設
整
備
事

業
費

333,257

７
商

工
費
１
商

業
費
商
工
業
振
興
指
導
費

252,137

２
工

鉱
業

費
中
小
企
業
振
興
育
成
費

717,874

８
土

木
費
２
道
路
橋
り
ょ
う
費

舗
装
補
修
費

1,248,072

３
河
川
海
岸
費
堰
堤
改
良
事
業
費

1,007,769

４
港

湾
費
港
湾
既
存
施
設
有
効
活
用
促

進
事
業
費

344,280

合
計

9,155,975

⚒
変

更

款
項

事
項

補
正
前

補
正
後

６
農
林
水
産
業
費
４
林

業
費
一
般
治
山
事
業
費

49,132

555,678

5
水

産
業

費
地
域
水
産
物
供
給
基
盤
整

備
事
業
費

110,000

185,600

漁
港
漁
場
機
能
高
度
化
事

業
費

39,080

331,175

8
土

木
費
2
道
路
橋
り
ょ
う
費
交
通
安
全
施
設
整
備
事
業

費

233,520

545,958

道
路
災
害
防
除
費

48,000

1,358,453

道
路
改
良
費

1,049,387

2,373,752

橋
り
ょ
う
補
修
費

960,625

2,158,116

3
河
川
海
岸
費
広
域
河
川
改
修
費

96,298

2,165,649

周
防
高
潮
対
策
事
業
費

100,000

280,087

河
川
工
作
物
関
連
応
急
対

策
事
業
費

184,740

665,326

高
潮
対
策
事
業
費

20,000

118,154

ダ
ム
建
設
実
施
調
査
費

120,000

288,100

通
常
砂
防
事
業
費

315,721

893,746

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

60,808

328,222

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業

費

189,238

628,138

4
港

湾
費
港
湾
改
修
費

35,680

62,280

港
湾
環
境
整
備
事
業
費

12,352

42,752

海
岸
防
災
事
業
費

400,051

761,771

5
都
市
計
画
費
都
市
計
画
街
路
整
備
事
業

費

141,500

157,460

都
市
公
園
整
備
事
業
費

226,300

270,190

合
計

4,392,432

14,170,607

第
3
表
債
務
負
担
行
為
補
正

追
加

事
項

期
間

限
度

額

１
道
路
改
良
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契

約
す
る
こ
と
。

（
国
道
491号

ほ
か
１
か
所
）
令
和
８
年
度

262,500千
円

２
堰
堤
改
良
事
業
の
年
度

を
越
え
る
工
事
を
一
括
契
令
和
７
年
度
か
ら
642,000千

円
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約
す
る
こ
と
。

（
大
坊
ダ
ム
ほ
か
４
か
所
）
令
和
９
年
度
ま
で

第
4
表
地
方
債
補
正

（
単
位
千
円
）

⚑
追

加

起
債

の
目

的
限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還

の
方

法

造
林
事
業

58,400証
書
借
入
又
は

証
券
発
行

年
8.0％

以
内

た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方
式

で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
、
利
率
の
見

直
し
を
行
っ
た

後
に
お
い
て

は
、
当
該
見
直

し
後
の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等
半
年
賦
又
は
元
金

均
等
半
年
賦
30年
以
内

た
だ
し
、
特
別
の
も
の

は
、
借
入
先
と
協
議
し
て
定

め
る
条
件
に
よ
る
。

計

58,400

⚒
変

更

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

県
営
か
ん
が
い
排
水
改
良

事
業

232,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

235,500証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

広
域
営
農
団
地
農
道
整
備

事
業

68,000

73,000

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事

業

797,000

2,064,400

団
体
営
土
地
改
良
事
業

7,000

8,800

県
営
老
朽
た
め
池
整
備
事

業

350,000

773,300

地
す
べ
り
対
策
事
業
（
農

林
)

36,000

70,700

県
営
海
岸
保
全
施
設
整
備

事
業

87,000

125,400

湛
水
防
除
事
業

49,000

181,800

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

負
担
金

117,000

315,200

一
般
治
山
事
業

808,000

1,082,500

保
全
林
整
備
事
業

10,000

15,600

広
域
水
産
物
供
給
基
盤
整

備
事
業
（
漁
港
)

8,000

215,500

漁
港
漁
場
機
能
高
度
化
事

業

64,000

192,900

漁
港
海
岸
保
全
施
設
整
備

事
業

189,000

428,000

地
域
水
産
物
供
給
基
盤
整

備
事
業
（
漁
場
)

124,000

178,000

舗
装
補
修
事
業

81,000

925,500

道
路
災
害
防
除
事
業

762,000

1,603,200

道
路
改
良
事
業

1,783,000

2,617,000

道
路
直
轄
事
業
負
担
金

5,341,000

9,238,700

交
通
安
全
施
設
整
備
事
業

（
道
路
管
理
者
分
)

522,000

718,000

橋
り
ょ
う
補
修
事
業

2,733,000

3,470,700

広
域
河
川
改
修
事
業

951,000

2,362,300

周
防
高
潮
対
策
事
業

284,000

406,100

河
川
工
作
物
関
連
応
急
対

策
事
業

279,000

606,800

河
川
直
轄
事
業
負
担
金

180,000

538,400

深
川
川
総
合
開
発
事
業

442,000

693,700

ダ
ム
建
設
実
施
調
査
事
業

356,000

461,000

堰
堤
改
良
事
業

77,000

696,900

高
潮
対
策
事
業

200,000

256,200

通
常
砂
防
事
業

1,243,000

1,630,600

地
す
べ
り
対
策
事
業
（
建

設
)

247,000

427,300

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業

626,000

902,900

港
湾
改
修
事
業

210,000

229,200

港
湾
既
存
施
設
有
効
活
用

促
進
事
業

186,000

397,400

港
湾
環
境
整
備
事
業

25,000

39,000
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港
湾
直
轄
事
業
負
担
金

1,916,000

2,284,500

海
岸
防
災
事
業

650,000

866,800

都
市
計
画
街
路
整
備
事
業

404,000

411,700

都
市
公
園
整
備
事
業

319,000

343,700

計
22,763,000

38,088,200

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

題
名
中
「
報
告
書
等
」
を
「
都
道
府
県
提
出
文
書
」
に
改
め
、
「
閲
覧
」
の
下
に
「
及
び
写
し
の
交

付
」
を
加
え
る
。

第
一
条
中
「
第
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十
九
条
第
五
項
」
に
、
「
報
告
書
等
」
を
「
都
道
府
県
提

出
文
書
」
に
改
め
、
「
閲
覧
」
の
下
に
「
及
び
写
し
の
交
付
」
を
加
え
る
。

第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
五
条
中
「
報
告
書
等
」
を
「
都
道
府
県

提
出
文
書
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
写
し
の
交
付
）

第
七
条

都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
「
交
付
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

交
付
請
求
に
係
る
政
党
の
支
部
の
名
称
及
び
都
道
府
県
提
出
文
書
に
係
る
支
部
政
党
交
付
金
の

支
給
を
受
け
、
若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
を
し
、
又
は
支
部
基
金
の
残
高
を
有
し

た
年

三

求
め
る
写
し
の
交
付
の
方
法
（
二
以
上
の
方
法
に
よ
る
写
し
の
交
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
旨
及
び
当
該
二
以
上
の
写
し
の
交
付
の
方
法
、
交
付
請
求
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の

部
分
ご
と
に
異
な
る
方
法
に
よ
る
写
し
の
交
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部

分
ご
と
の
写
し
の
交
付
の
方
法
）

四

写
し
の
送
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨

⚒

委
員
会
は
、
前
項
の
書
面
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
請
求
を
し
た
者
に

対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委

員
会
は
、
交
付
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
す
る
。

⚓

委
員
会
は
、
交
付
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
交
付
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以

内
に
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間

に
算
入
し
な
い
。

⚔

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と

き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
委
員
会
は
、
交
付
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由

を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

⚕

交
付
請
求
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
交
付
請
求
が
あ
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
四
十
日
以
内
に
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
写
し
の
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の

遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
委
員
会
は
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
都
道
府
県
提
出
文
書
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該

期
間
内
に
写
し
の
交
付
を
し
、
残
り
の
都
道
府
県
提
出
文
書
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
写
し
の

交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
交

付
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

こ
の
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
都
道
府
県
提
出
文
書
に
つ
い
て
写
し
の
交
付
を
す
る
期
限

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

一
七
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
百
四
十
三
条
（
文
書
図
画
の
掲
示
）
第
一
項
第
四
号
の
三
及
び
第
五
号
」

を
「
第
百
四
十
三
条
（
文
書
図
画
の
掲
示
）
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

⚒

改
正
後
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
程
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

一
八
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